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右
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三 

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
金
丸
信
君
外
六
名
提
出
）
及
び
公
職
選
挙
法
の
一
部
を 

改
正
す
る
法
律
案
（
田
邊
誠
君
外
六
名
提
出
）
に
関
連
す
る
法
律
上
の
諸
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意 

 
 

 

書 

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
金
丸
信
君
外
六
名
提
出
。
以
下
「
六
・
六
案
」
と
い
う
。）
及
び
公
職

選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
田
邊
誠
君
外
六
名
提
出
。
以
下
「
野
党
統
一
案
」
と
い
う
。）
が
、
第
一
〇
三
回

国
会
に
お
い
て
審
議
中
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
法
案
は
、
い
ず
れ
も
議
員
提
出
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
重
要
性
に

お
い
て
、
通
常
の
法
案
と
そ
の
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
こ
れ
ら
の
法
案
に
、
後
日
問
題
と
さ
れ

る
よ
う
な
法
律
上
の
瑕
疵
が
い
さ
さ
か
で
も
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
議
員
立
法
の
権
威
を
そ
こ
な
い
、
ま
た
国
会

に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
失
わ
し
め
る
こ
と
と
な
る
。
本
員
は
、
こ
れ
ら
法
案
が
、
後
日
、
違
憲
立
法
で
あ
つ
た

と
い
う
非
難
を
こ
う
む
る
可
能
性
が
あ
る
と
危
惧
す
る
も
の
で
あ
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
、
内
閣
の
見
解
を
う 

け
た
ま
わ
り
、
本
法
案
審
議
の
参
考
と
い
た
し
た
い
の
で
、
速
や
か
に
御
回
答
あ
ら
れ
る
こ
と
を
要
請
す
る
も
の



 

で
あ
り
ま
す
。 

「
現
行
の
定
数
に
関
す
る
規
定
は
、
選
挙
区
の
間
に
お
け
る
一
票
の
持
つ
重
要
性
に
つ
い
て
の
格
差
が
、
国
会

の
裁
量
権
と
し
て
許
容
で
き
る
範
囲
を
超
え
て
お
り
、
憲
法
第
十
四
条
に
規
定
し
て
い
る
「
法
の
下
の
平
等
」
の
原

則
に
反
し
、
違
憲
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
規
定
が
法
制
定
当
時
合
憲
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
人
口
の

移
動
等
そ
の
後
の
変
化
に
よ
り
違
憲
と
な
つ
た
場
合
、
合
理
的
期
間
内
に
修
正
す
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
の
修
正
が
行

わ
れ
て
お
ら
ず
、
従
つ
て
、
違
憲
な
定
数
規
定
の
も
と
に
行
わ
れ
た
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
の
選
挙
は
、
本
来
無

効
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
こ
の
選
挙
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
、
諸
般
の
事
情
か
ら

し
て
適
当
で
な
い
の
で
、
い
わ
ゆ
る
事
情
判
決
制
度
の
基
礎
に
あ
る
法
理
に
よ
つ
て
無
効
と
は
し
な
い
が
、
国
会 

は
速
や
か
に
、
当
該
規
定
の
是
正
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
」 

衆
議
院
議
員
の
選
挙
区
域
別
定
数
は
、
公
職
選
挙
法
別
表
第
一
及
び
附
則
に
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
昭
和
六

十
年
七
月
十
七
日
最
高
裁
判
所
（
以
下
「
最
高
裁
」
と
い
う
。
）
大
法
廷
は
、
次
の
趣
旨
の
判
決
を
行
つ
た
。 

四 

 



 

前
記
二
法
案
は
、
こ
の
最
高
裁
判
決
を
う
け
て
、
違
憲
状
態
の
是
正
を
目
的
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
次
の
諸
点
に
お
い
て
、
そ
の
法
律
上
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
。 

一 

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
に
は
、
選
挙
区
ご
と
の
議
員
定
数
は
「
五
年
ご
と
に
、
直
近
に
行
わ
れ
た
国
勢
調
査

の
結
果
に
よ
つ
て
、
更
正
す
る
の
を
例
と
す
る
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
定
数
是
正
が
直
近
の
国
勢

調
査
の
結
果
に
基
づ
く
人
口
統
計
に
よ
る
こ
と
が
、
最
も
適
切
で
あ
る
と
の
趣
旨
に
よ

る

も

の

と

考
え
ら
れ

る
。 本

国
会
直
近
の
国
勢
調
査
は
、
本
年
十
月
一
日
現
在
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
速
報
値
は
、
本
年
十
二
月
下
旬
官

報
に
よ
り
公
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
が
、
速
報
値
と
確
定
値
と
の
誤
差
は
殆
ど
な
く
、
速
報
値
を
国
会

が
定
数
是
正
の
基
礎
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
何
等
問
題
の
な
い
こ
と
が
、
政
府
当
局
に
よ
つ
て
確

認
さ
れ
て
い
る
。 

従
つ
て
、
速
報
値
公
表
後
は
、
前
記
選
挙
法
の
規
定
及
び
最
高
裁
判
決
の
趣
旨
か
ら
、
定
数
是
正
は
、
新
し

五 

 



 

三 

昭
和
五
十
三
年
九
月
十
三
日
の
東
京
高
等
裁
判
所
判
決
、
及
び
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
七
日
の
最
高
裁
大
法

二 

十
二
月
下
旬
の
速
報
値
の
公
表
は
、
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
を
確
認
す
る
行
為
で
あ
る
と
解
す
べ
き

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
か
。 

前
記
公
表
が
確
認
行
為
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
以
降
に
行
わ
れ
る
改
正
は
、
昭
和

五
十
五
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
つ
て
で
は
な
く
、
公
表
が
ご
く
近
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
本

来
こ
の
公
表
を
待
つ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
か
。 

も
し
、
こ
の
公
表
さ
れ
た
人
口
と
、
前
記
定
数
配
分
規
定
と
か
ら
、
最
高
裁
判
決
の
指
摘
す
る
違
憲
状
態
が

明
ら
か
に
な
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
違
憲
状
態
は
、
十
二
月
下
旬
の
公
表
の
と
き
に
始
め
て
生
じ

る

の

で

は

な

く

、
十
月
一
日
の
時
点
で
既
に
生
じ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
ど

う
か
。 

い
数
値
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
か
。 

六 

 



 

廷
に
お
け
る
判
決
中
の
横
井
大
三
裁
判
官
ほ
か
二
名
の
裁
判
官
の
少
数
意
見
に
お
い
て
、
昭
和
五
十
年
の
定
数

是
正
の
た
め
の
改
正
法
（
法
律
第
六
十
三
号
）
が
、
制
定
当
時
既
に
違
憲
で
あ
つ
た
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
昭
和
五
十
年
の
改
正
が
、
昭
和
四
十
五
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
を
使
用
し
て
お
り
、
他
の
統

計
そ
の
他
を
勘
案
す
れ
ば
、
法
制
定
当
時
、
既
に
一
票
の
格
差
が
国
会
の
裁
量
権
の
範
囲
を
超
え
る
事
例
の
生

じ
る
こ
と
が
十
分
予
測
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
制
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
。 

昭
和
五
十
年
の
改
正
法
は
、
国
勢
調
査
の
行
わ
れ
る
三
ヵ
月
前
の
同
年
七
月
に
成
立
し
て
い
る
。
昭
和
五
十

八
年
及
び
昭
和
六
十
年
の
最
高
裁
の
大
法
廷
の
多
数
意
見
は
、
あ
え
て
同
改
正
を
違
憲
な
立
法
と
判
定
し
て
い

な
い
が
、
国
勢
調
査
実
施
前
に
行
わ
れ
た
法
改
正
に
つ
い
て
さ
え
も
「
立
法
そ
の
も
の
が
違
憲
で
あ
つ
た
」
と

の
見
解
が
一
部
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。 

し
た
後
の
審
議
で
あ
り
、
ま
た
本
年
九
月
二
日
現
在
の
有
権
者
数
の
調
査
の
結
果
及
び
各
県
単
位
で
公
表
さ
れ

今
回
の
改
正
法
案
の
審
議
は
、
昭
和
五
十
年
の
場
合
と
異
な
り
、
既
に
本
年
十
月
一
日
に
国
勢
調
査
が
完
了 

七 

 



 

て
い
る
国
勢
調
査
の
速
報
値
か
ら
、
十
月
一
日
の
時
点
に
お
い
て
、
六
・
六
案
あ
る
い
は
野
党
統
一
案
で
は
解

消
で
き
な
い
多
く
の
違
憲
状
態
の
存
在
す
る
こ
と
が
、
相
当
程
度
以
上
の
確
度
で
予
見
さ
れ
る
状
況
の
も
と
で

行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
法
案
の
何
れ
か
が
成
立
し
た
後
、
将
来
選
挙
が
行
わ
れ
た
際
、
当
該
法
律
が
制
定

当
時
か
ら
違
憲
で
あ
つ
た
と
の
理
由
で
、
数
多
く
の
選
挙
無
効
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
（
あ
る
い
は
選
挙

前
に
選
挙
差
止
め
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
）
が
予
想
さ
れ
る
。
従
来
の
最
高
裁
判
決
は
、
法
制
定
当
時
合
憲

で
あ
つ
た
定
数
に
関
す
る
規
定
が
、
そ
の
後
の
事
情
の
変
化
に
よ
り
違
憲
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
選
挙
の
無

効
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
前
記
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
具
体
的
な
選
挙
の
有
効
無
効
の
判
定
の
前
提
と

し
て
、
最
高
裁
判
決
が
、
当
該
法
律
の
制
定
時
に
お
け
る
違
憲
性
を
取
り
上
げ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
が

ど
う
思
う
か
。
ま
た
、
こ
の
立
法
そ
の
も
の
を
、
違
憲
の
立
法
と
し
て
判
定
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
が

ど
う
思
う
か
。 

こ
の
場
合
、
本
年
十
二
月
下
旬
以
降
の
こ
れ
ら
法
案
の
成
立
を
、
「

故
意
に
国
勢
調
査
の
結
果
を
無
視
し
た

八 

 



 

 

九 

も
の
」
と
し
て
判
定
す
る
な
ら
ば
、
十
月
一
日
以
降
十
二
月
下
旬
ま
で
の
同
法
案
の
成
立
を
、
刑
法
上
の
概
念

を
援
用
し
て
、
「
未
必
の
故
意
」
に
基
づ
く
も
の
と
判
定
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
思
う
か
。 

四 

も
し
、
最
高
裁
が
「
法
制
定
当
時
既
に
違
憲
で
あ
り
、
国
会
が
こ
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
法
制
定
を
敢
え
て

行
つ
た
」
と
判
示
し
た
場
合
、
国
民
の
議
員
立
法
に
対
す
る
信
頼
を
傷
つ
け
、
国
権
の
最
高
機
関
と
し
て
の
国

会
の
権
威
を
失
墜
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
が
ど
う
思
う
か
。 

ま
た
、
最
高
裁
が
国
会
に
対
し
て

「

違
憲
状
態
を
放
置
し
た
」
と
判
示
す
る
よ
り
も
、
「
違
憲
状
態
を
認
識

し
、
ま
た
は
認
識
し
得
る
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
法
制
定
の
際
、
故
意
に
そ
の
事
実
を
無
視
し
た
」
と
判
示
す

る
こ
と
の
方
が
、
よ
り
重
大
な
意
味
を
持
ち
、
立
法
府
と
司
法
府
と
の
対
立
を
決
定
的
な
ら
し
め
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
思
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 

 




